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地
所
有
者
Ａ
の
相
続
発
生

時
に
お
け
る
相
続
人
は
子

Ｂ
と
子
Ｃ
の
２
人
。
当
該
の
土
地

を
子
Ｃ
が
取
得
す
る
内
容
で
遺
産

い
よ
い
よ
施
行

い
よ
い
よ
施
行
！！

土

分
割
協
議
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
土
地
の
相
続
登
記
を
怠

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
子
Ｃ
に
相
続

が
発
生
し
た
た
め
、
子
Ｃ
の
土
地

を
誰
が
相
続
す
る
の
か
を
含
め
て

遺
産
分
割
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
遺
産
分
割
協
議

や
相
続
登
記
が
完
了
し
な
い
う
ち

に
次
の
相
続
が
発
生
す
る
状
況
を

数
次
相
続
と
い
う
（
図
表
１
）。

　
な
お
Ａ
よ
り
も
先
に
子
Ｃ
が
亡

く
な
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
代
襲

相
続
に
よ
り
孫
Ｅ
が
相
続
人
に
繰

相
続
登
記
制
度

相
続
登
記
制
度
のの
基
礎
知
識

基
礎
知
識

税
理
士
法
人
Ｓ
Ｂ
Ｌ
　
代
表
社
員
・
税
理
士

八
木
正
宣

り
上
が
り
、
子
Ｂ
と
代
襲
相
続
人

Ｅ
の
２
人
で
遺
産
分
割
協
議
を
行

う
こ
と
に
な
る
。
数
次
相
続
と
代

襲
相
続
は
混
同
し
や
す
い
の
で
、

違
い
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
土
地
の
相
続
登
記
の
た
め
に
必

要
な
遺
産
分
割
協
議
書
だ
が
、
作

成
方
法
に
は
、
一
次
相
続
と
二
次

相
続
を
分
け
て
別
々
の
遺
産
分
割

協
議
書
を
作
成
す
る
方
法
と
、
一

つ
に
ま
と
め
て
作
成
す
る
方
法
の

２
通
り
が
あ
る
。

　
前
者
の
場
合
、
一
次
相
続
に
係

る
遺
産
分
割
協
議
書
を
「
土
地
を

子
Ｃ
が
相
続
す
る
」
内
容
で
、
相

続
人
Ｂ
と
、
Ｃ
の
相
続
人
Ｄ
・
Ｅ

の
３
名
が
署
名
押
印
し
て
作
成
す

る
。
本
来
の
相
続
人
の
子
Ｃ
が
亡

く
な
っ
て
い
る
た
め
、
相
続
権
を

引
き
継
い
だ
妻
Ｄ
と
孫
Ｅ
が
参
加

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
二

次
相
続
に
係
る
遺
産
分
割
協
議
書

を
「
土
地
を
孫
Ｅ
が
相
続
す
る
」

内
容
で
、
相
続
人
Ｄ
・
Ｅ
の
２
名

が
署
名
押
印
し
て
作
成
す
る
。

　
後
者
の
方
法
で
は
、
一
次
相
続

に
係
る
遺
産
分
割
協
議
書
を
「
土

地
を
子
Ｃ
の
相
続
人
で
あ
る
孫
Ｅ

相
続
登
記
に
お
け
る
紛
ら
わ
し
い
ケ
ー
ス
の
対
応
法

相
続
登
記
に
お
け
る
紛
ら
わ
し
い
ケ
ー
ス
の
対
応
法
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続
登
記
を
行
う
場
合
、
登

録
免
許
税
を
国
に
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
相
続

登
記
申
請
を
す
る
す
べ
て
の
不
動

産
の
固
定
資
産
税
評
価
額
合
計
額

（
１
０
０
０
円
未
満
切
捨
て
）
に

０
・
４
％
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
た

金
額
（
１
０
０
円
未
満
の
場
合
に

は
１
０
０
０
円
。
１
０
０
円
未
満

の
端
数
は
切
捨
て
）
と
な
る
。

　
登
録
免
許
税
の
納
付
は
、
法
務

局
に
提
出
す
る
登
記
申
請
書
の
余

白
に
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
る
こ

と
で
行
う
。

　
相
続
登
記
の
申
請
促
進
の
た

め
、
令
和
４
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
相
続

に
よ
る
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記

に
つ
い
て
、
そ
の
土
地
の
固
定
資

産
評
価
額
が
１
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
に
は
、
通
常
固
定
資
産

評
価
額
の
０
・
４
％
の
登
録
免
許

税
に
つ
い
て
免
税
さ
れ
る
。

　
こ
の
場
合
の
１
０
０
万
円
以
下

か
ど
う
か
の
判
定
は
、
一
筆
の
土

地
ご
と
に
判
断
す
る
。
例
え
ば
、

固
定
資
産
税
評
価
額
が
１
０
０
万

円
の
土
地
の
相
続
登
記
申
請
時
に

課
せ
ら
れ
る
４
０
０
０
円
の
登
録

免
許
税
が
免
除
さ
れ
る
。
固
定
資

産
税
評
価
額
が
１
０
０
万
円
以
下

の
土
地
を
多
く
所
有
し
て
い
る
ほ

ど
、
免
税
の
効
果
は
高
く
な
る
。

　
特
に
市
街
化
区
域
以
外
の
い
わ

ゆ
る
田
舎
の
土
地
に
は
、
一
筆
の

土
地
ご
と
の
固
定
資
産
税
評
価
額

が
高
く
な
い
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ

る
。
固
定
資
産
税
評
価
額
が
１
０

相

が
相
続
す
る
」
内
容
で
、
相
続
人

Ｂ
と
、
Ｃ
の
相
続
人
Ｄ
・
Ｅ
の
３

名
が
署
名
押
印
し
て
作
成
す
る
。

中
間
の
相
続
登
記
は

省
略
可
能
な
場
合
も
あ
る

　
数
次
相
続
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
発
生
し
た
相
続
ご
と
に
不
動

産
の
相
続
登
記
を
行
う
こ
と
に
な

る
。
今
回
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め

る
と
、
土
地
所
有
者
Ａ
か
ら
子
Ｃ

へ
、
子
Ｃ
か
ら
孫
Ｅ
へ
相
続
登
記

を
行
う
こ
と
が
基
本
だ
。

　
た
だ
し
中
間
の
相
続
の
相
続
人

が
１
名
の
場
合
は
、
例
外
的
に
中

間
の
相
続
登
記
は
省
略
可
能
だ
。

仮
に
Ａ
の
相
続
人
が
子
Ｃ
の
み
で

あ
れ
ば
、
土
地
所
有
者
Ａ
か
ら
孫

Ｅ
へ
中
間
の
相
続
分
を
飛
び
越
え

て
相
続
登
記
が
で
き
る
。
こ
の
中

間
省
略
し
た
相
続
登
記
で

は
、
そ
の
省
略
し
た
相
続
登

記
に
係
る
登
録
免
許
税
が
非

課
税
と
な
る
。

　
な
お
土
地
の
数
次
相
続
に

よ
る
相
続
登
記
に
関
し
て
、

亡
く
な
っ
た
相
続
人
（
二
次

相
続
の
被
相
続
人
）
名
義
と

す
る
登
記
で
あ
る
場
合
に

は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま

で
の
申
請
分
に
つ
い
て
は
登

録
免
許
税
が
免
除
さ
れ
る
。

あ
く
ま
で
も
土
地
の
数
次
相

続
に
対
す
る
措
置
で
、
建
物

は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
免
税
措
置
の
適
用
を

受
け
る
に
は
、
登
記
申
請
書
に
免

税
の
根
拠
と
な
る
条
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ケース２
相続した土地の
固定資産税
評価額が
100万円以下
である

被相続人A 妻（既死亡）

子B 子C（以後死亡） 妻D

孫E＝一次相続の相続人
＝二次相続の相続人

一次相続

二次相続

（出所）筆者作成

図表１　数次相続の関係図


